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はじめに
花と緑と笑顔あふれるまち・福岡をめざして
～みんなで守り、つなぐ、“みどり”のまち～

　福岡市ではこれまで、公園や街路樹の整備・管理、里山や水辺環境の保全、さらには市
民・企業・行政が一体となった花づくり活動や緑化活動など、多様な取組みを重ねてまいりま
した。こうした努力の積み重ねにより、都市と自然が調和したコンパクトで住みやすい都市と
して、国内外から高い評価をいただいています。

　近年では人口増加や都市機能の高度化が進む一方で、地球温暖化やヒートアイランド現
象、生物多様性の減少など、私たちを取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。こうした
時代の変化にしなやかに対応しながら、未来の世代に美しいみどりと健やかな環境を引き継
いでいくことは、まさに今を生きる私たちに課せられた大切な責務です。

　このたび、こうした課題や社会情勢の変化を踏まえ、福岡市の将来におけるみどりのあり
方を示す、新たな「福岡市みどりの基本計画」を策定しました。策定にあたっては、市民の皆
様をはじめ、有識者や関係団体など、多くの方々から意見をいただきました。
　本計画では、基本理念として「花と緑と笑顔あふれるまち・福岡をめざして～みんなで守り、
つなぐ、“みどり”のまち～」と掲げました。この理念には、単に樹木や草花を増やすだけでなく、
市民の暮らしに潤いと安らぎを与え、地域のつながりの輪を広げ、子どもたちの心を元気に
育てる“みどり”の力を未来へつないでいきたいという思いを込めています。

　本計画の推進にあたっては、行政が一方的に進めるのではなく、市民一人ひとりが自らの
生活の中でできることを考え、行動につなげていくことが欠かせません。例えば、身近な庭や
ベランダでの緑化、学校や職場での環境学習、公園や河川敷での清掃活動など、日々の小
さな実践の積み重ねが、やがて大きな力となり、みどり豊かな都市の未来を形づくっていきま
す。

　今後とも福岡市では、みどりを大切にする姿勢を基本として、市民、企業、関係団体などの
皆様とともに、みどりの機能・効果を量と質の両面から高めていきたいと考えておりますので、
皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

　最後に、本計画の策定にあたり、ご審議をいただいた福岡市緑の基本計画検討委員会の
委員の皆様、アンケートやヒアリング、パブリック・コメント等で意見をお寄せいただいた皆様
など、多くの皆様にご協力を賜りましたことに心から感謝を申し上げます。

　令和７年１２月

１

福岡市長高島宗一郎
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～福岡市の特色ある公園～

舞鶴公園

● 舞鶴公園

● アイランドシティ中央公園

　「鴻臚館跡」や「福岡城跡」などの国史跡や、陸上競技場のある総合公園です。都心部に隣接
しており、緑豊かな都心のオアシスとして、広く市民に親しまれています。園内には、ウメ、桜、ボ
タン、シャクヤク、ツツジ、ショウブ、ハス、スイレンなど、四季折々の花が咲き誇ります。2014
（平成26）年に「セントラルパーク構想」を策定し、大濠公園と一体的な活用を図り、公園そのも
のが広大なミュージアム空間となるような公園づくりに取り組んでいます。

　人工島アイランドシティにおいて、自然・生態系の保全・創造を図りながら、先進的な環境都市
を実現するための拠点空間として整備した総合公園です。2005（平成17）年に開催した「第22
回全国都市緑化ふくおかフェア」の会場にもなりました。体験学習施設「ぐりんぐりん」や修景
池、個性豊かなフォリー、国際交流庭園、多様な遊具など、様々な魅力にあふれています。

４
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第 1 章

計画の

基本的事項



1　計画策定の背景と目的
　福岡市は、1994（平成6）年の都市緑地保全法の改正において、市町村が定めることが
できる「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」が位置づけられたことを踏まえ、
1999（平成11）年に「福岡市緑の基本計画」を策定しました。その後、上位・関連計画
の策定・改定にあわせて、2009（平成21）年「福岡市　新・緑の基本計画」（以下、「前
計画」という。）に改定しました。福岡市では、前計画において、豊かな自然環境を次の
世代に引き継ぎ、持続的に発展していくため、基本理念として、「風格ある緑豊かな環境
共生都市・福岡をめざして～市民・地域・企業とともに～」を掲げ、みどりあふれるまち
づくりをこれまで進めてきました。
　現在、世界においては、地球規模での気候変動の深刻化や自然災害の頻発化・激甚化、
生物多様性※1の損失などが、人々の生活環境に大きな影響を及ぼし、脱炭素※2やネイ
チャーポジティブの機運が高まるとともに、Well-being※3やダイバーシティ＆インクルー
ジョン※4などの新たな価値観が重視されるなど、社会経済情勢は大きく変化しています。
　また、国土交通省においては、2019（令和元）年に「グリーンインフラ推進戦略」を公
表し、環境・防災・地域振興などの課題の解決に、自然環境の有する多様な機能を活用す
ることの重要性が示されるなど、まちづくりにおいて、みどりが担う役割の重要性が高
まっています。
　今後のまちづくりを進めていくうえでは、自然環境が有する多様な機能が、様々な社会
課題に対して適切に発揮されるよう、みどりの保全や創出、活用にこれまで以上に取り組
むとともに、都市計画や環境、景観などの各分野とも連携し、多角的かつ戦略的に取組み
を展開していくことが必要です。
　このような背景を踏まえ、福岡市では、市民や企業などの多様な主体との共働によるみ
どりのまちづくりを一層推進していくことを目的として、今回、新たに「福岡市みどりの
基本計画（以下、「本計画」という。）」を策定します。

※１ 生物多様性：生態系の多様性、生物種の多様性、種内の遺伝子の多様性という3つをあわせて生物の多様性という。
※２ 脱炭素：温室効果ガスの排出を減らし、将来的に排出量を実質ゼロにすることをめざす取組み。
※３ Well-being：身体的、精神的、社会的に良い状態であることを言い、充実や幸福感に近い概念。
※４ ダイバーシティ＆インクルージョン：ダイバーシティ（diversity）は多様性、インクルージョン（inclusion）は包摂性。多様性を認めあい、誰もが 
                                                自分らしくいられること。

第１章　計画の基本的事項

第１章　計画の基本的事項

６



　みどりの基本計画とは、都市緑地法に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本
計画のことで、みどりの将来像や目標、施策の方針などを定めた、みどり全般に関する幅
広い総合計画であり、市民・企業・行政などの各主体が、みどりのまちづくりに取り組む
ための基本的な方針を示すものです。

 本計画は、国の「緑の基本方針」に基づくとともに、「福岡市基本計画」等の上位計画
や、「福岡市都市計画マスタープラン」等の関連計画との整合を図り、それらのみどりに
関する部門を支える計画として位置づけています。[▶図1-1参照]

　本計画の目標年次は、2034（令和16）年度とします。
　※計画期間：2025（令和7）年度から2034（令和16）年度までの10年間

※1：都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針／国土交通省（R6.12.20策定）
※2：福岡市では、総合計画に基づく各施策の推進により、SDGsの実現に取り組んでいます。

図1-１　福岡市みどりの基本計画の位置づけ

（１）みどりの基本計画とは

（２）計画の位置づけ

（３）目標年次

２　計画の概要

◀
◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

都市計画

基づく 適合

即する

即する

調和

　　※１
緑
の
基
本
方
針

　　
国 総合計画※２

福岡都市圏 都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

市町村の都市計画に関する
基本的な方針
（福岡市都市計画マスタープラン）

福岡市みどりの基本計画 福岡市景観計画

福岡市環境基本計画

福岡市基本構想

福岡市基本計画

その他の関連計画・・・・・農林、道路、河川、港湾、まちづくり、区画整理、再開発など
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　　　　主な上位・関連計画の概要

●緑の基本方針（都市における緑地の保全や緑化推進に関する基本的な方針）
　都市緑地法等の一部を改正する法律（2024（令和6）年5月29日公布・同年11月8
日施行）では、国土交通大臣が定める都市における緑地の保全や緑化推進に関する基本方
針（以下、「緑の基本方針」という。）が創設され、2024（令和6）年12月20日に緑の
基本方針が策定されました。市町村が緑の基本計画を定めるにあたっては、緑の基本方針
に基づく必要があります。

【全体目標：緑の基本方針が掲げる将来的な都市のあるべき姿】
　人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well -be ingが実感できる緑豊かな都市  
 上記の全体目標を実現するため、国全体として都市の緑地を郊外部も含め保全・創出
し、そのうち市街地については緑被率が3割以上となることをめざすとともに、緑の基
本計画等において、以下の3つの都市の実現に向けた取組み及び関連する指標等を位置
づけることを都道府県及び市町村に促しています。

１．環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市
　・地球温暖化対策計画（2021（令和3）年10月22日閣議決定）においては、森林等
　　の吸収源対策の項目の一つとして「都市緑化等の推進」が位置づけられており、当該
　　分野における取組みの目標（2030（令和12）年度における都市緑化による吸収量約
　　120万t-CO2/年）の達成に向けて、官民連携した緑地の保全・整備・管理及び緑化
　　の総合的な取組みを推進することにより、環境への負荷が小さい緑豊かな都市を実
　　現し、カーボンニュートラルの実現に貢献する。

２．人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市
　・緑地の確保を進めるとともに、適切な樹林更新等による緑地の質の向上を図り、緑地
　　を生態系ネットワーク※1として有機的に結びつけることで、広域レベルでの緑地の量
　　的拡大・質的向上を推進する。

３．Well-beingが実感できる水と緑豊かな都市
　・地域の実情に応じた緑地の質・量の確保を図り、精神的・身体的な健康の増進、コ
　　ミュニティの醸成、都市のレジリエンス※2の向上等のグリーンインフラとしての多様
　　な機能を発揮させていく。

　市町村においては、地域の実情をよく把握している基礎自治体として、それぞれの地域
の状況を踏まえた緑の基本計画を策定し、市町村における緑地の保全及び緑化の推進に
関する措置を総合的に示し、計画的かつ積極的に当該措置を講じていくことが求められ
ています。

※1 生態系ネットワーク：都市や郊外に点在する緑地や水辺などをつなぎ、生きものが移動・生息しやすい環境をつくるしくみ。
※2 レジリエンス：災害や気候変動などの影響を受けても、地域や環境が柔軟に対応し、元の状態やより良い状態に回復できる力。

コラム

第１章　計画の基本的事項

8
 



●第10次福岡市基本計画
 「福岡市基本計画」は、「福岡市基本構想」に掲げる都市像の実現に向けた方向性を、
まちづくりの目標や施策として総合的・体系的に示した10年間の長期計画であり、2024
（令和6）年12月に「第10次福岡市基本計画」を策定しました。

【みどりに関連する主なポイント】

  ＜目標４＞ 人と自然が共生し、身近に潤いと安らぎが感じられる
　・行政・市民・地域・企業などの多様な主体が共働して博多湾や河川、緑地などの保全、
　　生物多様性の確保に取り組む。
　・公園や道路などの公共空間や公開空地などの民有地において、市民や企業との連携、
　　共働を進めるとともに、立地の特性に応じた公園などの整備や維持管理、魅力向上を
　　図るなど、市民が花や緑などの身近な自然に囲まれ、潤いと安らぎを感じられるまち
　　づくりを進める。

  ＜目標６＞ 都市機能が充実し、多くの人や企業から選ばれている
　・博多湾や那珂川などの水辺や通り、広場などのオープンスペースを活用し、花や緑、
　　文化芸術、歴史などにより、彩りと潤い、賑わいがある魅力的なまちづくりを進める。

  ＜空間構成目標＞ 緑の骨格
　・緑や水辺で構成される「緑の骨格」は、福岡らしい風景をつくり、市民の憩いの場を
　　創出するとともに、気候変動への対策や生物多様性の確保など、大きな役割を果たし
　　ている。

図1-2　都市空間構想図 出典：第10次福岡市基本計画
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●福岡市都市計画マスタープラン
　福岡市都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく市町村の都市計
画に関する基本的な方針で、「福岡市総合計画」や県が定める「福岡都市圏都市計画区域
の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に即して定めるものです。
　この計画では、都市計画に係わる施策を総合的かつ体系的に展開していくための指針
であり、都市づくりの基本的な方針として定める８つの部門のひとつに「みどりづくり」
が含まれており、都市の持続可能な発展と市民の快適な生活環境の実現に不可欠な要素
として位置づけられています。

●福岡市環境基本計画
　福岡市環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的施策の大綱を
定めるものとして、「福岡市環境基本条例（平成8年福岡市条例第41号）」に基づいて
策定するものです。
　この計画では、めざす環境都市像を「人・まち・自然が調和し、心豊かに住み続けられ
るアジアのモデル都市」とし、その実現に向けて、分野横断的に取り組む必要がある施策
として「環境行動を実践するまちづくり」「環境経営を実践するまちづくり」の２つを設
定しています。
　また、環境課題の柱として着実に取り組む必要のある施策として５つを設定しており、
「カーボンニュートラルを実装したまちづくり」では、2040（令和22）年度温室効果ガ
ス排出量実質ゼロをチャレンジ目標に掲げているほか、「多様性にあふれた自然共生のま
ちづくり」では、みどりの保全・創出・活用を図ることが示されています。

●福岡市景観計画
　福岡市景観計画は、景観法第８条第１項の規定に基づく良好な都市景観の形成に関す
る計画であり、市全域を景観計画区域として指定し、そのうち、福岡市を代表する地区や
個性ある地区等、特に良好な景観の形成を図るべき地区を「都市景観形成地区」と定めて
います。
　この計画では、景観形成の目標像として、「顔のあるまち」「個性がいきるまち」「魅力
を感じるまち」とし、市民や来訪者にとって、魅力と心地よさが感じられる、大都市の賑
わいと地方都市の優しさが調和した福岡らしい都市景観の形成をめざしています。
　また、景観形成の基本方針として4つの方針のひとつに「みどりを守り、創り、生か
した景観づくり」を示しており、みどりは、地域の自然や歴史、文化を反映した美しい景
観を形成する上で重要な役割を担っています。

●福岡市農林業総合計画
　福岡市農林業総合計画は、今後の農林業振興のための施策・事業実施の総合的な指針で
あり、国及び県等の農林業振興に関する計画と整合性のあるものとして定めています。
　この計画では長期的な目標として、農業は「食べ物がおいしいまちを支え、農とともに
ある豊かな暮らしをつくる」、林業は「みんなで守り・楽しみ・活かす都市・ふくおかの
森づくり」を定めています。

第１章　計画の基本的事項
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～福岡市の特色ある公園～

● 高宮南緑地

　麻生・安川とともに「筑豊御三家」と称され、炭鉱経営で「炭鉱王」と呼ばれた貝島太助の弟で
ある貝島嘉蔵の邸宅として、1519（大正４）年に直方市に建築され、1927（昭和２）年に現地に
移築された「旧高宮貝島家住宅」のある都市緑地です。この建造物は、市内有数の大規模な近代
和風建築で、石炭業全盛時の歴史を伝える貴重なものであることから、2017（平成29）年に福
岡市登録文化財に登録されました。

● 楽水園

　1906（明治39）年に博多商人、下澤善右衛門親正が建てた住吉別荘の跡地を整備した都市
緑地です。「楽水」とは、親正の雅号で、戦後は旅館「楽水荘」として使用され、1995（平成７）年に
池泉回遊式の日本庭園として整備し、開園しました。その際に、都市緑地の名称もその由来を受
け継ぎ「楽水園」と名付けました。 

l l 



　　本計画で対象とする「みどり」は、市域内における
     ・公園・緑地、オープンスペース、森林、農地
     ・道路、商業地、住宅地、港湾・工業地、公共施設等の花や緑
     ・河川・水面等それらと一体の花や緑
　  としています。

３　本計画におけるみどりの定義と役割

（１）みどりの定義

公園・緑地
オープンスペース

港湾・工業地の花や緑

商業地の花や緑

第１章　計画の基本的事項
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　また、湾内の水面も「みどり」とともに良好な環境を形成する重要な要素と位置づけま
す。

道路の花や緑

公共施設の花や緑

（港湾の水面）

河川・水面等
それらと一体の花や緑

住宅地の花や緑

農地

森林

図1-3　本計画が対象とする「みどり」のイメージ
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  みどりは、人々の豊かな生活を生み出していくため、精神面、物質面ともに多様な役割
を担っています。福岡市では、都市の特性や都市づくりの方向から、大きく次の7つの
役割が求められています。

・雨水流出の抑制（浸水被害の軽減）
・防風、土砂流出防止、延焼防止
・災害時の避難地、防災拠点

・ストレス緩和とリラックス効果をもたらす癒し
・多様な活動（休養、憩い、運動、遊び、健康・福祉増進、自然とのふれあい）の場の　  
　提供
・コミュニティ活動の拠点、市民参画の場

・地域の歴史・文化の継承
・アート・芸術活動の拠点

・子ども・若者の健全な育成の場の提供
・環境教育等の学びの場の提供

・人を呼び込み、賑わいや活力、魅力を創出
・観光客や市民、企業の交流の拠点
・様々な好循環（森林資源、農水産物）により豊かな暮らしを創出

・季節感のある美しい街並みの形成
・福岡らしい風景の創出

・CO2の吸収・固定
・生物多様性の保全・回復・創出（生物の生息・生育環境の確保）
・健全な水環境の確保（雨水の貯留浸透、水源かん養）
・大気の浄化、騒音・振動の吸収
・緑陰形成、ヒートアイランド現象緩和

（２）みどりの役割

存在
効果
存在
効果

利用
効果
利用
効果

第１章　計画の基本的事項

環境の保全

防災・減災への貢献、災害時の安全・安心の提供

魅力的な景観の形成

まちの賑わいや豊かな暮らしの創出

文化芸術や歴史の継承

子育て・教育への寄与

Well-beingの向上

14 



・ストレス緩和とリラックス効果をもたらす癒し
・多様な活動（休養、憩い、運動、遊び、健康・福祉増進、自然とのふれあい）の場の　  
　提供
・コミュニティ活動の拠点、市民参画の場

　　　 　　みどりの存在効果と利用効果
　みどりの役割には、存在することで一定の機能を発揮する「存在効果」、人の利活用に  
 より機能を発揮する「利用効果」があります。

コラム

雨水の貯留浸透、水源かん養 生物の生息環境 緑陰による都市環境向上（街路樹）

公園を調整池として活用 防風機能のある海岸の松林 防災フェスタ（運動公園）

春を感じられるイベント 紅葉したイチョウ並木（街路樹） 福岡城跡と舞鶴公園

イベントによる賑わい イベントによる交流の場 農作物の収穫体験（市民農園）

歴史を感じられる樹木（保存樹） 日本庭園（歴史公園） ボタニカルアート講座

植樹体験 誰もが遊べる遊具広場 環境学習

晴天時 大雨時
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基本方向2

基本方向3

基本方向4

基本方向5

基本方向6

４　計画の構成

１ 計画策定の
　 背景と目的 ２ 計画の概要

1 社会動向

1 基本理念

２ 福岡市のみどりの状況 ３ 福岡市のみどりの課題

４ 計画の目標

１ 基本方向別

１ 進行管理のサイクル 2 モニタリング指標

１ 東区 2 博多区 ３ 中央区 ４ 南区 5 城南区 6 早良区 7 西区

２ 地域別

3 本計画における
　みどりの定義と
　役割

４ 計画の構成

基本方向１

３ みどりの将来像の実現に向けて

花と緑と笑顔あふれるまち・福岡をめざして
～みんなで守り、つなぐ、“みどり” のまち～

　　本計画の構成は以下のとおりです。

第２章　みどりの状況と課題

第４章　計画推進に向けた方針

第５章　区別計画

第６章　計画の進行管理

第１章　計画の基本的事項

第３章　基本理念とみどりの将来像

２ みどりの将来像

第１章　計画の基本的事項

| I みどりの骨格を守る

| I 山と海をみどりの道で結ぶ

| I みどり豊かな拠点を創る

| I 身近な暮らしの中のみどりを活かす

| I みどりで安全・安心なまちを支える

| I 行政・市民・企業など多様な主体が
みどりのまちづくりに携わる
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